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部活動等のケガで病院を受診した人へ  
冬休み中に講習・部活等で｢ケガ｣をした人はいませんか？冬休みの講習・部活動、登下校等の場合

は、『スポーツ振興センター災害共済給付』の対象になります。市町村で医療費助成を受けている場合

も適用になります。該当する人は保健室に連絡してください。対象かどうか分からない場合には、病

院から発行される領収証を保健室に持参してください。 

なお、以前にケガをして書類が未提出となっている人もいます。早めに提出をお願いします。 

冬休みが明け、1週間が過ぎました。生活のリズムは取り戻せてきたでしょうか？ 

今年１年も、皆さんにとって健康で充実した年になるよう保健室から応援しています。 


